
阿賀野市条例第６号 

   阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（平成１６年阿賀野市条例第

４４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

市長 ８２９，０００円 

副市長 ６３５，０００円 

教育長 ５７６，８００円 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


